
 

 

「火入れからの火災が多発しています！」 

 姶良市内で火災が多発しています。お住まいの地域においても、火の取り扱いには、 

充分注意してください。 

 原則ごみや廃棄物の焼却は禁止されています！！ 

例外として認められている焼却で、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却 

（例：あぜ草の焼却）については、下記の点に注意して、行うようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意：例外として認められている焼却でも道路や住宅など周辺の環境に影響を及ぼす場合は例外か

ら除外されます。 

（問合せ先） 

                             姶 良 市 消 防 本 部   63－3２８７（代表） 

中央消防署   64－3133 

姶良分遣所   64－5559 

蒲生分遣所   ５２－0279 

 

事前準備を忘れない！！ 

危険なときには！！ 


